
3・公文書処理

・公文書処理傷病手当金の支給期間の通算化などの内容を盛り込んだ、改正
健康保険法が6月4日に成立（11日公布）。 施行はR4年1月1日。
現行制度では同一の傷病で支給開始日から1年6ヵ月が受給可能

な期間であったが、通算して1年6ヵ月の受給が可能になった。

改正法では同じく、育児休業中の社会保険料免除の対象期間を
変更し、同一月内で2週間以上取得した場合も免除の対象とする。
こちらの施行はR4年10月1日となっている。
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今月の無料相談会

日時： 7/8（木） 13:00 - 17:00
場所： KRP4号館3階 BIZ NEXT

●最近ご相談の多いテーマ
『同一労働同一賃金』

『ワクチン接種時の休暇や労働時間の取扱い』

※次回8月の開催予定は、8/5（木）13:00-17:00 です。
～ご予約不要です。お気軽にお越し下さい。 （BIZ NEXT受付へ）～

『戦略的人財』活用のご支援（ACS）

●雇用調整助成金、８月も特例措置が継続予定

「まん延防止等重点措置」などが出された地域を対象に、雇用
調整助成金の特例措置は8月中も従前の助成内容を継続予定で
あることが発表された。 尚、9月以降の助成内容については、
雇用情勢を踏まえながら検討され7月中に改めて周知される予定。

人事領域において、客観的なデータ
収集・分析を活用して問題の解決に繋
げる動きが注目されています。
今号は「12尺度」３つ目のご紹介です。

～幸福性とは～
世界、あるいは自分に対しての
基本的な信頼感を表します。
【高く出ている場合】
物事を前向きに捉えることができる
【低く出ている場合】
何事にも慎重に取り組むことができる

個性分析・診断のお試しを実施中！貴社の今後の人事戦略が変わります。

●後期高齢者の窓口負担2割に引き上げ（改正法が可決）

●改正育児・介護休業法の施行期日
6月9日、厚生労働省は改正育介法の各施行期日を公表した。

一定以上の収入がある75歳以上の後期高齢者の医療費の
窓口負担を1割から2割に引き上げる改正高齢者医療確保法が
4日、参院本会議で可決、成立した。医療費を賄う現役世代の
負担を軽減するのが狙い。
新たに2割負担になるのは、単身世帯で年収200万円以上、
夫婦ともに75歳以上の世帯では年収計320万円以上の人で、
全体（約1815万人）の2割に当たる約370万人が該当する。

●傷病手当金の通算化が可能に（改正法が可決）

１．男性の育休取得促進のための、子の出生直後の時期
における柔軟な育児休業の枠組みの創設 ⇒未定

２．育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の
申出者に対する個別の周知・意向確認の措置（義務付け） ⇒R4.4.1

３．育児休業の取得の状況の公表（義務付け） ⇒R5.4.1
４．育休の分割取得
（男女とも育休を2回に分けて取得することが可能） ⇒未定

５．有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ⇒R4.4.1

厚生労働省は6月22日、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会において、残業時間が
「過労死ライン」とされる月80時間に達しない場合でも、休息時間や心理的負荷などを含めて総合的に
労災にあたるかを判断するよう定める報告書案を提示した。
同省が2001年に通達した基準を20年ぶりに見直し、労災を認定しやすい環境を整える意向を示して
おり、7月7日に開く次回の検討会でまとめられる予定。

現行の基準 新たな評価方法（検討中）

・勤務間インターバルがとれているか（11時間が目安）
・睡眠の短さや疲労感、高血圧などの関連性
・休日の少なさ、ノルマといった心理的ストレス
・ 「心理的負荷」としてのパワハラやセクハラ
（これまでは「精神的緊張」と表記されていた）

※労働時間以外にも、肉体的・精神的負荷がかかる原因として
上記のような要素も大きな判断材料として取り扱われる可能性がある。

～過労死ライン～
(1)病気の発症直前1カ月に100時間
(2)発症前2～6カ月間の月平均が80時間

※ 「就労態様の諸要因も含めて総合的に
評価されるべき」と定められてはいるが、
残業時間以外の要因が反映されにくい
と言われていた。


